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―研究大会特集号― 
 

☆研究大会本部研究報告の当日資料として使用します☆ 
☆研究大会に参加される方は 必ずご持参ください☆ 

 
 
 

研 究 大 会 に ぜ ひ 参 加 を 
 
 
                                        会長 岩上 直人 
 本会第５３回研究大会が、２月１４日（金）に津田ホールにて開催されます。墨田支部、昭島支

部の研究発表による研究協議と本会研究部による本部研究報告が行われます。 
  

東京都の行政職で研究組織があるのはおそらく学校事務職員だけでしょう。その理由はいくつか

あると思われますが、普段一人で事務処理をしている私たちにとって、研究大会は、他支部での多

様な取り組みやベテランの知恵を見聞する良い機会となります。また、研究協議で多様な意見を議

論することは、新しい知の創造になります。相互に刺激しあい、これからの仕事の改善につなげる、

そのためにはできるだけたくさんの実践者の経験と知恵が必要となります。ぜひ多数の会員の参加

をお願いいたします。 
  

東京都では、今年度江東区、武蔵村山市の２地区で事務の共同実施の試行が行われています。都

教委は、10 年程度で全都実施するという予定のようなので、今後は、この二つのモデルを参考に共

同実施を導入する地区の増加が見込まれます。本部研究部報告では、７月と８月に２地区の拠点校

を訪問したレポートを行ないます。また、研究部として都教委に出した質問の回答も報告します。

これについても会員自身の地区の問題として捉え、考えていただければと思います。 
  

現在は、ほとんどの学校が１人校となり、１日職場を抜けることが難しいことは承知しています。

しかし、研究大会に参加することは、初めて学校に来た方にとって、各地区のベテラン事務職員が

培ってきたいろいろなノウハウやナレッジを継承する良い機会となります、また、ベテラン事務職

員にとっては、他局での経験を踏まえた従来にない発想の意見は、これからの学校事務を考えるう

えで貴重な意見ともなります。 
  

繰り返しになりますが、研究大会に参加して、たくさんの知識を持ち帰り、また、これからの学

校事務に役立つ意見を出していただき、たくさんの会員の参加で研究大会を実り多いものにしまし

ょう。

                                                               平成２６年１月３１日発行 
                                                                東京都公立小学校事務職員会 
                                                                 発行 会 長  岩上 直人（荒川区立尾久小） 
                                                                 編集 広報部  小野  明 （品川区立台場小） 

                           〒140-0002品川区東品川1-8-30 
                                                                                   TEL 03(3471)3397㈹   
                                                                                 加藤 義則（世田谷区立多聞小） 
                                                                                 渡部 正徳（北区立西浮間小） 
東京都公立小学校事務職員会 会報 第１８２号             内野 和美（港区立麻布小） 

        http://otegaruhp.com/tokoushouji/html/_TOP/           



 

- 2 - 

☆研究大会 本部研究報告 当日資料☆ 

5．想定 共同事務室はこうして動く！ 

ここでは、共同事務室の業務について「学校担当制」「職務分担制」で行った場合に、どのように

事務処理が行われるか、それぞれ３つのケースで想定してみた。 

 

（1）学校担当制の場合 

 

 
  

  

校長

②結婚の連絡
①結婚の連絡

③書類の準備 ③口座振込依頼書等送付
③⑤各書類受渡し

⑤通勤経路・被扶養者要件確認 ④質疑応答

⑧給与システム入力 ③書類の準備
⑥各届（決裁後共同事務室へ）

⑥各種書類校長決裁後共同事務室へ送付
　⑦児童手当申請・認定

　　　　　　　⑥届、申告書、請求書等送付

担当Ｃ

専務的
非常勤Ａ

連携校共同事務室

　　　　　⑥決裁

Ｂ教諭⑤通勤経路・共済被扶養者
要件等確認
⑦各提出書類内容確認、児
童手当申請区教委へ提出

⑨書類の保管、連携校へは
（写）を送付

⑤教諭からの各種届けの内容確認、通勤届経
路確認のため（写）を共同事務室へ送付

公立学校共済組合・人材支援事業団
区教育委員会

 
 
① 結婚の連絡（Ｂ教諭から連携校専務的非常勤職員Ａへ） 

連携校の専務的非常勤職員Ａ（以下非常勤Ａ）は、Ｂ教諭本人から、入籍し、氏名変更、転居、扶

養の申請、児童手当の申請をしたいと申し出を受けた。 
 

② 結婚の連絡（非常勤Ａから共同事務室の担当Ｃへ） 

非常勤Ａは共同事務室の担当Ｃ（以下担当Ｃ）にＢ教諭の件を報告。 
 
③ 書類準備 

連携校で非常勤Ａは「履歴事項異動届」「通勤届」「住居届」「扶養親族届」「組合員情報変更訂正届」

「被扶養者申告書」「児童手当・特例給付認定請求書」「結婚手当金請求書」「結婚祝金請求書」を準

備。 
共同事務室では担当Ｃが「給与口座振込依頼書」を準備し、連携校の非常勤Ａに交換便で送付する。 
各種書類は非常勤ＡからＢ教諭に渡してもらい、回収も非常勤Ａが行う。 

 

④ 質疑応答 

Ｂ教諭は届の記入について不明な点を非常勤Ａに質問、難解な質問の場合には担当Ｃに相談、確認

を行い、Ｂ教諭に回答（内容によっては直接、非常勤Ａが地教委や、公立学校共済組合、人材支援

事業団に問い合わせＢ教諭に返答する場合もある）。 
 
⑤ 書類提出（Ｂ教諭から非常勤Ａへ） 

Ｂ教諭から非常勤Ａに各種届の提出があった。非常勤Ａは記入ミス・押印漏れ・添付書類の不備な 
どを確認。 

「通勤届」は、共同事務室で経路、支給額算出を行った後、連携校で校長の決裁を受ける。 

想定１：連携校の職員が結婚した場合 
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公立学校共済組合「被扶養者申告書」及び「扶養親族届」は、添付書類等により内容確認を共同事

務室で行った後、連携校で校長の決裁を受ける。 
  
⑥ 決裁、書類提出（校長決裁後、連携校から共同事務室へ） 

連携校で校長の決裁を受けた各種届を共同事務室に送付。 
ただし、「組合員情報変更訂正届」「被扶養者申告書」「結婚手当金請求書」「結婚祝金請求書」は連

携校で校長の決裁を受けた後、連携校から公立学校共済組合、人材支援事業団に提出する。 
 

⑦ 各書類内容確認、「児童手当・特例給付認定請求書」「扶養親族届」は地教委へ提出 

共同事務室に届いた各種届、添付書類の内容を担当Ｃがチェック。 
「児童手当・特例給付認定請求書」及び「扶養親族届」は地教委へ提出、認定は地教委が行う。 

 
⑧ 給与システム処理 

共同事務室で各手当のデータを担当Ｃが給与システムに入力。 
 
⑨ 書類保管 

手当の届、児童手当の認定書の原本を共同事務室保管、連携校へ写しを送付するなどの必要な処理

を行い、一連の事務処理は終了。 
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①給与システムで返納額入力
②返納理由説明

②返納の受領、金融機関への納付を依頼
③通勤手当返納

④返納済みの報告
④領収証書(写)

　　　　③納付

担当Ｃ
専務的
非常勤Ａ

Ｂ教諭

金融機関

共同事務室 連携校

 
① 給与データ入力（共同事務室担当Ｃ） 

連携校のＢ教諭は通勤経路変更に伴い通勤手当が返納となった。 

給与システムで返納額の入力を担当Ｃが行う。 

 
② 返納の理由説明、現金受領、金融機関での納付依頼（担当Ｃ主事） 

担当ＣはＢ教諭へ返納理由を説明。 

担当Ｃは、専務的非常勤職員ＡにＢ教諭の通勤手当の返納が発生した旨を説明。 
専務的非常勤職員ＡにＢ教諭からの返納金を受領後、納付書で金融機関に納付するように依頼を

した。 

 
③ 返納金を受け取り、金融機関で納付（Ｂ教諭→専務的非常勤職員Ａ） 

Ｂ教諭から受領した返還金を専務的非常勤職員Ａは金融機関で納付。 

領収証書は連携校保管、写しをＢ教諭に渡す。 
 
④ 返納済の報告（専務的非常勤職員Ａ→担当Ｃ） 

返納金を金融機関で納付した事を専務的非常勤職員Ａは担当Ｃに報告。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想定２：給与返納が生じた場合（通勤経路変更による通勤手当返納） 
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　①連携校に募集関係書類が届く
　②同封書類確認後該当職員に配布、周知

③加入申込

④書類送付

　質問、問い合わせ 　保険内容問い合わせ

Ｂ教諭

人材支援事業団

担当Ｃ

専務的
非常勤Ａ

共同事務室 連携校

 
 

① 通知受領（専務的非常勤職員Ａ） 

連携校の専務的非常勤職員Ａ（以下非常勤Ａ）は、人材支援事業団からの通知（「平成○○保険

年度『マインド・あしすと・ぱーとなー』及び『ニューエブリ』の募集について」）及び募集関

係書類を収受。事業団の事務取扱者は専務的非常勤職員。 

 
② 該当職員に書類配布・提出期限の周知（非常勤Ａ→校内該当職員） 

非常勤Ａは、会員宛て封筒を該当職員に配布、新規に申し込む場合は、期日までに事務室に提出

するよう職員朝会で発言。 

 
③ 保険申込み（Ｂ教諭→非常勤Ａ） 

Ｂ教諭は保険加入を希望し、申込書を非常勤Ａに提出。 

 
④ 申込書を事業団に提出（非常勤Ａ→事業団） 

非常勤Ａは記入漏れ・印漏れ等を確認し、文書交換便で加入申込書（依頼書）兼告知書を事業団

に送付。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想定３：福利厚生 保険の募集の場合（配布、周知、加入申込み提出） 
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（2）職務分担制の場合 

平成 25年 8月以降、武蔵村山市の共同事務室では、都立学校や知事部局等のように、業務を

「職務分担制」で行っている。業務の具体的な進め方については、現在も改善に向け検討を続け

ている。 

 

 
 
 

⑬書類送付

⑤・⑥質疑応答

⑫決裁

⑦書類提出

給与・福利厚生担当

連携校（Ｍ小学校）

⑩決裁
⑪書類送付

④出張時に書類手渡し

⑧書類提出

③書類準備

共同事務室

⑨届の処理
⑭システム処理等

②結婚の連絡 ①結婚の申出

⑥照会

室長

Ｙさん

校長

Ｚ教諭Ａ主任 Ｂ主事

 
 

① 結婚の申出  

連携校の専務的非常勤職員Ｙさん（以下「非常勤職員Ｙ」という。）は、Ｚ教諭から、入籍し、

転居するとの申し出を受ける。 

  
② 結婚の連絡（連携校非常勤職員Ｙ → 共同事務室Ａ主任及び B主事） 

非常勤職員Ｙさんは、共同事務室のＡ主任及び B主事にＺ教諭が結婚することを報告。 

  ※（前提）非常勤職員には、共同事務室の担当者に報告するケースを記載した、「共同事務室連

絡事項一覧表」を採用時に配布。 

  
③ 書類準備（共同事務室福利厚生担当 A主任、給与担当 B主事） 

A 主任は組合員情報変更訂正届・結婚手当金請求書・結婚祝金請求書を、B 主事は、履歴事項異

動届・通勤届・住居届を準備。 

  ※書類の決済は、共同事務室化前と同様、所属校（連携校）の校長の決裁。 
  
④ 交換便で書類手渡し（共同事務室 A主任→連携校非常勤職員Ｙ） 

Ａ主任は交換便で、Ｚ教諭に必要な届を渡し、期日までに文書交換便で提出するよう依頼。 

非常勤職員 Yさんにも書類の受領等を依頼。 

 
⑤ 質疑応答（連携校Ｚ教諭→連携校非常勤職員Ｙ） 

Ｚ教諭は、届の記入について不明な点を非常勤職員Ｙさんに質問。 

 
⑥ 質疑応答（Ｚ教諭←連携校非常勤職員Ｙ→共同事務室Ｂ主任、Ｃ主事） 

難解な質問の場合は、非常勤職員Ｙさんは共同事務室に連絡し、Ｚ教諭に回答する。 

  
⑦ 書類提出（Ｚ教諭→非常勤職員Ｙ） 

Ｚ教諭は、必要事項を記入し、非常勤職員Ｙさんに各種届を提出。 

 
⑧ 書類提出（連携校非常勤職員Ｙ→共同事務室） 

非常勤職員Ｙさんは記入・押印漏れ・添付書類の漏れ等を確認、共同事務室に送付。 

想定１：２０ＸＸ年 共同事務室化後の学校 （教諭から婚姻の申し出を受けた場合） 
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⑨ 届の処理（共同事務室 A主任、B主事） 

書類到着後、A主任、B 主事は、書類を処理。 

  
⑩ 決裁（共同事務室長） 

各担当の処理後、室長が決裁。 

   
⑪ 書類送付（共同事務室→非常勤職員Ｙ→連携校校長） 

室長の決裁後は、Ｍ小学校の校長の決裁を受けるため、非常勤職員Ｙさん宛てに、書類を再送。 

 
⑫ 決裁（連携校（Ｚ教諭所属校）校長） 

Ｍ小学校長は、届の決裁を行う。 

 
⑬ 書類送付（連携校→共同事務室） 

校長の決裁後、非常勤職員Ｙさんは共同事務室に返送。 

 
⑭ システム処理等（共同事務室 A主任、B主事） 

共同事務室では、届（写しの場合もある。）を市・都教委に送付。 

システム入力を行うなど必要な処理を行い、終了。 
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②７月例月の入力を
誤り、返納額が発生

③出張時に説明し、返納依頼

④返納額の受領を依頼①６月例月を入力

⑦返納額を受け取り、金融機関で納付

人事・給与担当

連携校（Ｎ中学校）共同事務室

⑥返納を報告 ⑤返納・受領ＹさんＢ主事 Ｚ教諭

 
  

① ６月例月を入力（共同事務室Ｂ主事）  

Ｂ主事は、連携校Ｎ中学校のＺ教諭の教員特殊業務手当（部活動手当）を支給する際、教職員給

与システムで５月分実績データを５回（５日）と入力 

 
② ７月例月の入力を誤り、返納額が発生 

システムの６月例月の入力期限後に、実際には６日分部活動手当を支給できることが判明。１日

分の部活動手当を追給する場合は、７月例月で５月分実績データを６回と入力するが、１回と入

力したため、４回（４日）分の、返納額が発生。 

 
③ 出張時に説明し、返納依頼（Ｂ主事→Ｚ教諭） 

同事務室のＢ主事は、Ｎ中学校に出張し、Ｚ教諭に対し、返納額が発生した経緯について説明し、

返納を依頼。（出張して説明する場合を想定） 

 
④ 返納額の受領を依頼（Ｂ主事→専務的非常勤職員Ｙ） 

Ｂ主事は、専務的非常勤職員Ｙさんにも説明、Ｚ教諭から返納金は受領し、共同事務室に連絡す

るよう依頼。 

 
⑤ 返納受領、報告（Ｚ教諭→専務的非常勤職員Ｙ→Ｂ主事） 

Ｚ教諭から、返納金を受領した専務的非常勤職員Ｙさんは、金庫にしまい、直ちに連携校Ｂ主事

に連絡。 

 
⑥ 返納額を受け取り、金融機関で納付（専務的非常勤職員Ｙ→Ｂ主事） 

Ｂ主事は、Ｎ中学校に行き、非常勤職員Ｙさんから返納金を受け取り、金融機関で納付。 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想定２：２０ＸＸ年 共同事務室化後の学校 （給与返納が生じた場合） 
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①通知受領

③教員に書類配布・
提出期限の周知

連携校（L小学校）

④保険申込み
⑤申込書の送付

共同事務室

⑥申込書
内容チェック
⑦申込書を
事業団に送付

⑥
確
認

②支援メール送付

Ａ主任 Ｘさん

室長

全教員

Ｚ教諭

 
① 通知受領（L小学校 専務的非常勤職員 Xさん） 

連携校Ｌ小学校の専務的非常勤職員Ｘさん（以下非常勤職員 Xという）が、人材支援事業団か    

らの通知（「平成○○保険年度『マインド・あしすと・ぱーとなー』及び『ニューエブリ』の募

集について」）及び募集関係書類を収受。 

 
② 支援メール送付（共同事務室 A主任→連携校専務的非常勤教員 Xさん） 

共同事務室の福利厚生担当Ａ主任から、事務処理についてのメール送付 
（収受した通知により専務的非常勤職員が事務処理を行う場合は、共同事務室から電話・メール・

出張により支援。 
メールでの、事務処理の手順 

(1) 会員宛て封筒は、会員にそのまま配布すること。 
(2) 「マインド」申込書送付リスト・「ニューエブリ」加入依頼書送付リスト・「ニューエブリ」

【大切なお知らせ】送付リストは、共同事務室に送付すること。 
(3)  新規申込みがあった場合 
共同事務室への提出期限は７月○日（◇）とする。 

ア 加入申込書（依頼書）兼告知書の記入例（「事業団体保険のご案内」の冊子の裏表紙等）を参

考に記入漏れ・印漏れ等がないか確認すること。 
イ 「本人控」をはずし、本人に渡すこと。 
ウ 「本人控」以外の申込書は共同事務室に送付すること。 

 
③ 教員に書類配布・提出期限の周知（非常勤職員 Xさん→校内全教員） 

非常勤職員Ｘさんは、会員宛て封筒は職員室の各教員の机上に置き、新規に申し込む場合は、期

日までに事務室に提出するよう職員朝会で発言。 

 
④ 保険申込み（Z教諭→非常勤職員 X） 

Ｚ教諭は保険加入を希望し、申込書を非常勤職員Ｘに提出。 

 
⑤ 申込書の送付（連携校 L小学校非常勤職員 X→共同事務室 A主任） 

非常勤職員Ｘさんは記入漏れ・印漏れ等を確認し、文書交換便で共同事務室に送付。 

 
⑥ 申込書内容チェック（共同事務室 A主任、共同事務室長） 

Ａ主任はチェック後、室長の確認を受ける。 

 
⑦ 申込書を事業団に提出（共同事務室 A主任→事業団） 

室長の確認後、Ａ主任は加入申込書（依頼書）兼告知書を事業団に送付。 

 

想定３：２０ＸＸ年 共同事務室化後の学校 （福利厚生 保険の募集が生じた場合） 
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7. 東京都教育委員会の考え方 

 研究部では今回の研究発表にあたり、東京都教育委員会へ平成 25年 11 月に質問事項を文書にて提

出する形で取材を行った。以下は、平成 26年 1 月に受け取った回答をまとめたものである。 

 

 

(1) 共同実施の考え方について 

共同実施の導入については、今後５～10年程度で、約半数の都内公立小中学校事務職員の退

職が見込まれており、「ノウハウの継承」を着実に行うこと、人材育成体制の整備が必要なこ

と、業務のチェック機能を確立する必要があること等を目的として、区市町村教育委員会の代

表者も参画した「東京都公立小中学校校務改善検討会議」における検討を経て「校務改善推進

プラン」としてとりまとめたものである。 

東京都の実施方式については、「拠点校方式」や「センター方式」と都教委として明確に定

義したり区分けしたりしているわけではない。 

 

 

(2) 共同実施の各地区での導入、及び進め方について 

 都教委は、共同実施の枠組み・核となるイメージついて区市町村教育委員会に提案し、共同

実施の実施は、公立小中学校の設置主体である各区市町村の判断に委ねている。この方針につ

いて、今後も変更の予定はない。 

 地区内での進め方や、学校のグループ分け、拠点校と連携校の役割分担、地区教委から共同

事務室への権限移譲等については、各地区の判断であり、各地区の実情に応じて工夫された共

同実施を作っていってもらいたい。また、連携校への訪問日数も限定していない。 

 都教育委員会は、区市町村に対して、財政支援（開設準備補助金の支出）、技術的支援（情

報提供や法的な解決策の提示等）、人的支援（非常勤職員配置）、等を行っていく。 

 

 

(3) 共同事務室の人員配置について 

 共同実施導入の場合の正規職員配置人数は、グルーピングの学校数や共同事務室の業務量等

を勘案して決定する。 

専務的非常勤職員は、共同実施を行う際に配置していく制度であり、恒常的に配置する。 

 また、共同事務室に再任用フルタイムの職員が配置される場合もあるが、共同事務室を再任

用職員のみで構成される職場にすることは想定していない。 

 共同事務室長の役割については、統括、リーダーのイメージと考えているが、具体的権限・

役割については、各地区教委の判断に任せている。都教育委員会は、情報提供等を行っている。 

 

 

(4) 開設準備補助金について 

 平成 24年度については、拠点校１校あたり３００万円を上限とする補助金制度を創設し、江

東区及び武蔵村山市へ補助金を支出した。この補助金制度については、単年度の予算措置であ

り、使途は、共同事務室の整備、たとえば電気・電話工事、パソコン、ロッカー等備品購入な

ど、いわゆる「初度調弁」経費を補助対象経費としている。そのため、複数年度の支出である

リース物品や、旅費システム、出退勤システムなどは補助対象外となっている。用紙やペンな

どといった消耗品も補助対象外としている。こうした開設準備経費の補助金は、都教育委員会

としては、来年度以降も補助していきたいが、都の予算編成は年度単位で行われるため、今後

の動向は未定である。 

＊なお、都費の事務職員も身分上は区市町村職員であるため、既に、区市町村職員用に導入済

みの出退勤システムがあれば、都費職員を組み込んで行くことは区市町村の判断で可能である

と考えている。 
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8. 各地区で検討の際の対処方法   

 
「6-(1) 理事アンケート」では、共同実施に対して不安に感ずる点と、改善が見込まれる点が

挙がった。「6-(2) 転入者の声」では、転入者が一人職場で抱える不安等の問題点が挙がった。

以下に要点をまとめ、今後各自治体の教育委員会で共同実施の方針が示された際の対処方法につ

いても考えてみた。参考にしていただきたい。 

 

 (1) アンケートより  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 理事アンケート 不安な点 

F1 学校側（教員・保護者）のニーズを反映し

た業務ができるのか。 

F2 非常勤職員の質を保てるのか。 

F3 契約事務を非常勤職員でできるのか（執行

委任の問題）。 

F4 現場での緊急対応ができるような共同事務

室職員（行政職員）を育成できるのか。 

(連携校では)トラブルに対するきめ細や

かな対応はできるのか。 

F5 リーダーとなるべき学校経験豊富な係長級

職員がいないのではないか。 

F6 連携校の非常勤職員は副校長の補佐的業務

が増えて、本来の業務ができなくなるので

はないか。 

F7 教員の事務的業務が増えるのではないか。 

F8 担当業務制になった場合、業務量が増える

可能性があるのではないか。 

★ 理事アンケート 改善が見込まれる点 

K1 他局から異動してきても受入れが容易になる。 

K2 学校事務の均質化（個人差の緩和）、事務サービスの平準化 

K3 ＯＪＴによる事務職員の資質の向上。 

K4 チェック機能による、ミスの防止になる。 

K5 休んだ場合に誰かがサポートしてくれる安心感がある。 

K6 組織的かつ永続的な事務改善ができる。 

K7 共同事務室から地教委・都教委への提言ができる 

★ 転入者意見 

T1 一人で仕事を進める不安 

・職場の様子が分からないままの配属、知

識・経験がない中での処理。 

・庶務・経理の経験があっても、役所の事

務とは状況がちがう。 

・チェック体制がない。組織が軟弱。 

・役割分担が不明 。 

・他の事務職員の様子が見られない。 

・学校事務の流れの全体像がつかめない。 

T2 学校現場をよく知り得ないとできないこと

が多い。 (イレギュラーな案件の解決) 

T3 人間関係に左右される、疎外感を感じる 

（教員との関係、TAIMS がない）。 

T4 引き継ぎが適切に行われていない。  

T5 給食費・教材費の徴収など、事務が関わる

べき 

T6 出勤簿等を OA 化できないか。 
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(2) 対処方法 

① 不安な点について 

 各地区で共同実施を検討する際に、地区の教育委員会と十分に話し合い、対策を取る必要

があると考えられる。 

F2 非常勤の質 研修・マニュアルの充実。事務職員会で研修を主催する。

共同事務室が配属後サポートをする。 

F3 執行委任の問題 教育委員会と話し合い、規則の改正等必要な対策を依頼

する。 

契約事務の切り分けを工夫する。 

F5 係長級職員の不足 複数の事務職員が在籍する環境で、経験豊富な主事・主

任が、共同事務室をまとめる係長にふさわしい人に成長

していくと考えられる。そのため、都教委が頑張った人

を直接把握できる枠組みを求めていくべきではないか。 

F6 連携校非常勤職員の業務増 職務分担を明確にする。 

F7 教員の事務業務増 出退勤システムや、要録等の ICT 化を進める。共同事務

室や、非常勤職員でも実施可能な業務は実施することで、

教員の校務事務負担を軽減する。 

F8 担当業務制で業務増 共同事務室への決裁権限委譲、決裁限度額引き上げによ

り、契約をまとめることで、業務量の増加を抑えられな

いか検討する。 

また、担当分野に集中して知識を深め、より多くの事例

に当たることで対応できると考えられる。 

 

② 転入者意見の現状の問題点は改善すると考えられる。（T2については③参照） 

 

③ 緊急対応等について 

F1、F4、T2 については、ニーズ、イレギュラー、緊急とはどのような事案なのか分析し

た上で、共同事務室と学校との関わり方を考えて行く必要がある。 

ア．ニーズとはどのようなものが考えられるのか 

イ．イレギュラーとはどのような場合が考えられるのか 

ウ．共同事務室対応では間に合わないほど緊急なのか 

エ．本当に非常勤職員では対応できないのか（逆に現状で対応できているのか）  

   

④ 学校とのつながりの希薄化について 

現時点のモデル地区のやり方では、５年、10 年と時間が経つにつれ、共同事務室と学校

（連携校）とのつながりが薄れていく、ということも考えられる。これについては以下

のように対処していく必要がある。 

ア. 共同事務室職員は学校事務職員として連携校にモノを言える力をつける。 

→自ら積極的に連携校に出向き、会議等に出席し学校の状況・課題を把握する。 

イ. 共同事務室からできる学校支援を考える。 

→業務支援、経営支援できる「仕組み」づくり 

ウ. 共同事務室職員が学校の問題解決のためのコーディネート力をつける。 

エ. 目の前にいる職員同士で、各連携校の良いところを発見し、管内の学校へ返し

ていく。   
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 (3) 都教委へ要望 

① 出退勤システム、旅費システムの導入について、都教委から区市町村への支援 

共同事務室が、学校支援など様々な業務に取り組むためには、手作業や紙帳票を削減し、

効率のよい作業環境を整えることが必要である。 

 

② タイムズに代わるような、情報共有・意見交換の場の提供 

都費の職員でありながら、人事、給与制度等、任用関係情報を都に直接問い合わせできな

い等、都とのつながり、交流が少ない。また、都の施策・方針も伝わりにくい。そのこと

により、「孤立した」と感じる転入職員がいるというアンケート結果もある。また、各地区

で作成した業務マニュアル等が、地区を越えて共有されにくい現状がある。 

 

③ 頑張った人が報われる仕組みの構築 

小中学校の事務職員たちの頑張り・努力が、昇任・昇給・異動（都立学校や局間）に目に

見えてつながるようにお願いしたい。共同事務室となっても、他局等から主査が来るので

はなく、共同事務室を支えるべき人材が育成され、昇任できるよう、区市町村教育委員会

を通してみるだけではなく、都として訪問等をして、顔（人材として）を把握し頑張りに

応えてほしい。 

  

9．結び 

 共同実施については、様々な意見がある。「学校には１校に１人正規の事務職員が必要である」と

の意見もその一つだ。その場合に事務職員に求められる条件とは何だろうか。第一には、定型事務を

円滑にこなした上で、それだけに留まらず、校務改善など一歩踏み出した仕事で、副校長・教員と一

体となり、自校の様々な問題に対応できるレベルに達していること、第二には、最低でも地区内では、

学校によって事務の質や範囲に違いがないこと、ではないだろうか。この二つの条件が揃った時には

じめて、１校に１人正規の学校事務職員を配置する意味があると言える。 

 この二つの条件を満たすための方法としては、人材育成が考えられる。 

 

 東京都の学校事務も大量退職の時代を迎えた。今後 10 年で、小中学校の全事務職員の約半数が定

年退職または、再任用終了を迎える。ベテラン事務職員の豊かな経験・知識といった、ノウハウ継承

の機会は、年を経るごとに急速に減少していく。言い換えれば、東京都の小中学校事務の質を維持す

るために残された時間は少ない、ということである。多様な問題を抱える学校の役に立つためには、

事務職員全員が「ベテラン事務職員」に近い動き、つまり「定型事務の枠を超え学校の仕事を引き受

けること」ができる必要があり、そのための人材育成を急ぎ行っていなければならない。 

 

 退職者に代わる転入者は、小中学校への異動希望が全都的に少ないため、必異動で他局から来た再

任用職員、または、東京都庁職員を目指して採用され、ジョブローテーションに組み込まれた若手職

員が多くなるだろう。この場合、再任用職員は長くても５年で退職し、若手は早くて２〜３年で転出

することが見込まれる。また、ベテランのノウハウは、継続的な継承ためにも、転入者だけでなく、

中堅の事務職員も受け継ぐ必要がある。 

 従って人材育成は、学校事務を初めて経験する人のための研修に加え、ベテランのノウハウを継承

するための研修を続ける必要があり、しかも、学校での在職期間が短いほど、研修に１年かけていた

のでは遅い、ということである。 

 

 そういった人材育成に、現在の１校１人の状態で、対応できているだろうか。 

 地区の事務職員会は、定例会が月１〜２回、２〜３時間程度あるが、その時間で相談や対応を教え

る程度では追いつかないだろう。周りの事務職員が、該当の学校へ出かけ、定型事務や、学校の課題

解決について一緒に考え、実行するくらいの努力が必要だ。さらに他局等から来る人材が増加すれば、 

そうした機会もますます増え、場合により１人で複数の転入者を担当する場合もあり得る。 
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 次のような問題点もある。第一に、所属する学校の業務がありながら、職務命令もなく、勤務時間 

中に頻繁に隣の学校に手伝いに行くことはできるのだろうか。第二に勤務時間外に手伝いに行くこと

は可能でも、人材育成について、職員のボランティアといえるような自発的な努力に期待して良いの

だろうか。 

 

 平成 14 年度に、職場における新任職員の育成体制を充実するために、チューター（新任職員育成

担当者）制度が創設された。小中学校事務の職場でも、新任職員の所属学校に近い学校に所属する都

費事務職員がチューターに任命されたが、平成 16 年度を最後に、新規採用職員は小中学校事務には

配置されていない。新任職員とチューターが同じ職場に勤務していないことで、ＯＪＴを効果的に実

施できなかったのではないだろうか。チューターは新任職員とは別の勤務先にいて、相手の職場の状

況がわからないため、相手の様々な悩みや相談事に対して、状況に応じた適切なアドバイスをするこ

とができないからだ。 

  

 「人材育成は、教育委員会や校長、副校長が考えること、私も１人配置の中でうまくやってきた。

今だって特に問題はない。」と思っている人も多いかもしれない。しかし、私たちは問いたい。「あな

たの学校は上手くいっているかもしれないが、地区全体してはどうなのか。隣の学校はどうなのだろ

うか。」と。 

  

 一個人として考えてほしい。もし仮に、さまざまな事情で、今以上の業務、及び人材育成に関わる

ことが難しいならば、皆で集まって事務を行う共同実施も一つの解決策として考えざるを得ないので

はないだろうか。 

 

 共同実施は始まったばかりである。今回協力いただいた、江東区、武蔵村山市の事務職員は、小中

学校事務の将来のため、試行の努力を続けている。今後、区市町村教育委員会から導入を打診された

地区については、今回のレポート等をもとに、地区の学校にとって、より良い形を作り上げていって

ほしいと思う。真に学校事務職員が学校のためになる、役に立てるかどうかは、私たちの仕事への向

き合い方、努力次第で変わってくる。だからこそ、地区として、個人として、制度を勉強し考えてほ

しい。 

 

 社会が学校に、広く多様な役割を期待する時代、今後も学校に必要とされ、周りの教職員や児童・

生徒に「ありがとう」と声をかけられる「学校事務職員」であり続けたい。そのために私たちも一歩

踏み出さなければならない時期に来ていることを、皆で考えていくべきではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度 都公小事 研究部 

部長（研究責任者）  齋藤 直美   立川市立第一小学校   

研究部理事    志水 善隆   武蔵野市立第五小学校  

研究部理事    田中 聡   北区立王子小学校    
研究委員     小安 輝光 日野市立日野第八小学校  
研究委員     渡邊 徹  武蔵村山市立第三小学校  
研究委員     正 里美  葛飾区立中之台小学校  
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次号 かいほう第１８３号 予告 

 

１．都公小事研究大会参加記 

２．特集１「実況！経営支援部」 

３．特集２「共同実施と学校（にいる）事務職員」 

 

☆原稿大募集！  ・文 字 数 ： ８００～１２００字 

・送付期限  ：  ３月７日（金） 

             ・形    式 ：  ワードまたは一太郎データ 

             ・送付方法 ： 電子メールまたはデータ媒体郵送 

             ・送 付 先 ： 品川区立台場小学校 事務室 小野 明（広報部長）  

                     〒140-0002 品川区東品川１－８－３０ 

           ｏｎｏ－ａｋｒ＠ｃｉｔｙ．ｓｈｉｎａｇａｗａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ 

 

 －編集後記－ 

  今号は、かいほう史上初（おそらく）の、研究大会の当日資料としての編集となりました。 

  共同実施についての、可能な限りの最新の情報を、会員の皆さんに提供するために、研究部 

  が締め切りギリギリまで、全力で作成しました。 

  研究大会に参加できない方も、「学校事務研究」と併せて、是非ご一読ください。 

  東京の学校事務職員の、知恵と力を結集する時が来ました。        広報部長 小野  明 

 

－学校事務の明日を読む－ 

☆都教委が「非常勤教員の活用について」を通知（１０月２９日） 
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－学校事務の明日を読む－ 

☆都教委「非常勤教員の活用方針」（１０月２９日） 
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－学校事務の明日を読む－ 

☆都教委「非常勤教員の活用方針」（１０月２９日） 
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－学校事務の明日を読む－ 

☆都教委「非常勤教員の活用方針」（１０月２９日） 
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－学校事務の明日を読む－ 

☆「学校支える担い手を研究」（内外教育１２月２７日 （株）時事通信社 転載許可取得済） 
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－学校事務の明日を読む－ 

☆「教えて！川崎さん」（学校事務２月号 学事出版（株）転載許可取得済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


